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川口市土木工事共通仕様書 

（趣旨） 

第１条 この共通仕様書は、川口市建設工事請負契約基準約款または川口市上下水道局建設工事請負

契約基準約款、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（適用） 

第２条 この共通仕様書は、川口市が発注する土木工事（土木一式、舗装、造園または管。以下「土

木工事」という。）に適用する。 

（地場産業の振興） 

第３条 地場産業の振興のため、使用材料については市産品企業・製品リストを確認し、市産品を活

用すること。市産品企業・製品リストは、市ホームページに掲載の「公共工事における川口市産品

の活用促進について」最新版を確認すること。 

（下請負） 

第４条 受注者は、下請契約を締結する場合は、極力市内業者に発注すること。 

２ 受注者は、前金払及び請負代金を受領したときは、極力１ヶ月以内のできる限り早い時期に下請

負人へ支払うこと。 

３ 受注者は、建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険の加入に必

要な法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金額内訳書において、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険に係る法定福利費を明示しなければならない。 

４ 受注者は、下請契約の締結後、施工体制に関わる書類（施工体制台帳等）を速やかに提出し、施

工体系図を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げ、適切な施工体制を明確にし、一括下請の疑義が

生じないよう努めなければならない。また、監督員より一括下請負の疑義に関する書類提出および

その点検を求められた場合は、速やかにその指示に従わなければならない。 

５ 受注者は、下請契約を締結しない場合は、工事記録によりその旨報告すること。 

（コリンズ登録） 

第５条 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、

受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員

の確認を受けた上で、コリンズの登録を行うこと。なお、コリンズの登録申請を行う時期は次の通

りとする。 

 受注時：契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内 

 変更時：変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内 

 完成時：工事完成検査結果通知後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内 

 訂正時：適宜登録機関に登録申請を行うこと。 
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 契約内容（請負金額、工期）及び配置技術者に変更があった場合は、変更登録を行うこと。 

２ 変更契約前請負代金額が５００万円未満の工事が、変更契約により変更後請負代金額が５００万

円以上となった場合は、受注登録を行うこと。 

（労災保険） 

第６条 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 

（使用機械） 

第７条 低騒音型低振動型建設機械を優先に使用すること。 

（保安及び安全管理） 

第８条 受注者は、工事施工箇所の道路状況等に応じ、歩行者、車輌等の通行に支障のないよう必要

な資格を有する交通整理員を適切に配置することのほか、高齢者、障害者の安全を確保できるよう

配慮し、交通事故防止及び交通障害防止に万全を期すこと。 

２ 受注者は、交通事故、交通障害及び紛争等が生じたときは、直ちに監督員に報告し、その解決に

努めること。 

３ 受注者は、現場状況に応じ、やむを得ず交通整理員の配置計画を変更する場合は、事前に監督員

と協議すること。 

（工事看板の改善） 

第９条 国土交通省道路工事保安施設設置基準による「路上工事看板設置関連通達改正のポイント」

に基づき、道路利用者の立場に立った路上工事看板の設置改善に努めること。 

（過積載の防止） 

第１０条 受注者は、積載重量制限を超えて工事用資材等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 

２ 受注者は、違法改造車両等（さし枠装着車両等）および目的外使用車（産業廃棄物運搬車等）に

土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 

３ 下請負人および資材納入業者の契約にあたって、公正な取引の確保に努め、その利益を不当に害

し、過積載を誘発するような契約を締結しないこと。 

４ 下請負人及び資材納入業者を選定するにあたって、交通安全に関する配慮に欠ける業者を選定し

ないこと。 

５ 以上のことについて、下請負人及び資材納入業者を指導すること。 

（資源有効利用促進法に係る注意事項） 

第１１条 本工事に伴って発生する産業廃棄物、発生土等は、建設リサイクル法等に基づく提出書類

一覧により、仮置き場、処分先を明確にし、適切に処理しなければならない。 

２ 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、建設副

産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録を行い、本工事に係る再生資源利用[促進]計画書及
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び工事登録証明書（ＣＯＢＲＩＳで入力したことの証明）を施工計画書に含め、各１部提出し、再

生資源利用計画・再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

また、計画の実施状況（実績）について、工事完成後速やかに再生資源利用[促進]実施書及び工事

登録証明書（ＣＯＢＲＩＳで入力したことの証明）を各１部提出するとともに、これらの記録を保

存すること。 

３ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。建設廃棄物の処分にあたり、排出事

業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを提出すること。また、収集

運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、

同様に写しを提出すること。 

４ 排出業者が建設廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電

子マニフェストにより管理しなければならない。 

（１）紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に

提示し、提出した一覧表と差異がないか確認を受けること。また、工事検査時には原本を 

提示しなければならない。 

（２）電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確

認を受けること。また、工事検査時には受渡確認票および一覧表を提示しなければならない。 

（建設リサイクル法に係る注意事項） 

第１２条 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号。

以下「建設リサイクル法」という。）適用対象建設工事は、特定建設資材（コンクリート、コンクリ

ート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた建築物等に係る解体

工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が下表の基準以上のも

のとする。 

対 象 建 設 工 事 の 種 類 規 模 の 基 準 

建築物の解体 床面積の合計         ８０㎡以上 

建築物の新築・増築 床面積の合計        ５００㎡以上 

建築物の修繕・模様替え（リフォーム等） 請負代金の額（消費税含む）  1億円以上 

建築物以外のものの解体・新築等（土木工事等） 請負代金の額（消費税含む）５００万円以上 

２ 受注者は、「建設リサイクル法」に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化するための施設に搬

入する場合は、適正な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材

が廃棄物となったものである。 

３ 受注者は、契約前に特定建設資材の分別解体等の方法について記載した「分別解体等の計画等」（別

表３）を作成し発注者に説明をしなければならない。なお、この様式は施工前に提出するものとす

る。 

４ 受注者は、契約前に「建設リサイクル法」第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関す

る省令」（平成１４年３月５日国土交通省令第１７号。）第４条に基づき、以下の項目を記載した「建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条に基づく書面」を作成し、提出しなければな
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らない。なお、提出された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条に基づく書面」

は発注者の確認を得た後、工事請負契約書に綴りこむものとする。 

 ・分別解体等の方法 

 ・解体工事に要する費用 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 

５ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、「建設リサイクル法」第１８条第

１項に基づき、以下の事項等を「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

 ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

また、受注者は同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再生資源化等の実施状況に関する記

録を作成し、これを保存しなければならない。なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」等に

基づき再生資源利用［促進］実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付

するものとする。 

６ 受注者は、工事の施工にあたっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄

物の再資源化等に努め、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図らなければならない。 
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川口オートレース場第３駐車場ほか改修工事 特記仕様書 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、上記工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

（週休２日制モデル工事） 

第２条 本工事は、川口市土木工事における「週休２日制モデル工事」試行要領（令和６年１０

月版）の「週休２日制モデル工事（現場閉所型）」試行対象工事である。 

試行の実施は、川口市土木工事における「週休２日制モデル工事」試行要領（令和６年１

０月版）によるものとする。試行要領は、市ホームページで確認すること。 

（情報共有システムの活用） 

第３条 当初設計金額６０，０００千円以上の土木工事（配水管布設工事については８０，００

０千円以上）または受注者が希望する土木工事については、情報共有システムを活用するもの

とする。ただし、工事の内容や規模等を勘案し、やむを得ない理由があると認められる場合は、

この限りではない。 

試行の実施は、川口市土木工事情報共有システム試行要領によるものとする。試行要領は、

市ホームページで確認すること。 

（電子納品の実施） 

第４条 当初設計金額６０，０００千円以上の土木工事（配水管布設工事については８０，００

０千円以上）または受注者が希望する土木工事の成果品は、「川口市電子納品運用ガイドライ

ン（以下「ガイドライン」という。）」に基づく電子データによる納品（以下「電子納品」とい

う。）を行うものとする。なお、ガイドラインに基づき、電子納品の対象となる書類の紙提出

は要しない。ガイドラインは、市ホームページで確認すること。 

２  受注者は、発注者が電子データで提供した貸与図書について、発注者の許可なく第三者に

提供してはならない。また、必要がなくなった場合は直ちに破棄すること。 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日法

律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンクリー

ト、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分別解体

等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。なお、本工事における特定建設

資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算要件を設定している

が費用等については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者

が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

 ただし、工事発注後に明らかになった事由により、予定した積算条件により難い場合は、監督

員と協議するものとする。 
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特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地 

コンクリート 中原建設㈱川口事業所 埼玉県川口市本蓮 4-1-18 

アスファルト・コンクリート 中原建設㈱川口事業所 埼玉県川口市本蓮 4-1-18 

  ※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではないが、原則として 

再生資源化施設へ搬出すること。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責による

ものでない事項についてはこの限りではない。 

 (建設発生土の搬入・搬出) 

第６条 建設発生土は、下記に示す土質改良プラントへの搬出を想定しているが、別の施設を選

定する場合は事前に監督員の承諾を得ること。なお、搬出に先立ち受入条件等を確認し、監督

員に報告することとし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらず、当初想定していた建

設発生土の処理により難い場合は、協議の上設計変更の対象とする。 

・土質改良プラント 土リサイクルセンター  埼玉県川口市西新井宿 1374 

・土質及び土量   第３種建設発生土 ５２０ 

２ 受注者は、１００ 以上の建設発生土を工事現場外へ搬出する場合は、規定様式により搬出

前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX 等で提供し、

その写しを監督員に提出すること。ただし、搬出先が市内の場合は不要とする。 

３ 受注者は、５００ 以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当機関へ提出すること。 

４ 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、

速やかに受領書を搬入元に提出しなければならない。 

５ 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合

は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等

の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等

に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するととも

に、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

６ 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託する場合は、「再生資源利用促進計画」

に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と前項で行った確認結果を、委託した搬

出者に対して、法令等に基づき通知しなければならない。 

７ 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出した場合は、法令等

に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資

源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があっ

た場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

（舗装版切断時に発生する濁水の処理） 

第７条 舗装版切断時に発生する濁水は、下記に示す中間処理施設への搬出を想定しているが、

別の施設を選定する場合は、受入条件等を確認した上で、事前に監督員の承諾を得ること。ま

た、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらず、当初想定により難い場合は、協議の上設
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計変更の対象とする。 

・種類及び処理量 汚泥（油分を含む汚泥）、０．５４５ 

・中間処理施設  日興サービス㈱  埼玉県戸田市笹目北町 14-17 

・処理方法    中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融を含まず） 

２ 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した

濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理すること。 

３ 受注者は、川口市土木工事共通仕様書第１１条を遵守すること。 

４ 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計

変更の対象としないものとする。 

５ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合は、事前に監督員と協議する

ものとする。 

（枯補償） 

第８条 植栽樹木等が工事完成引渡し後１年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝 

が樹冠部のおおむね２/３以上となった場合、又は通直な主幹をもつ樹木について樹高のおお 

むね１/３以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様な状態になると想定されるものを含む） 

となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替える 

ものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と請負者とが立会いのうえ行うものと 

する。 

（留意事項） 

第９条 駐車場のアスファルト舗装切削に関しては９月以降に施工とし、また１０月末に駐車場

を一時使用するため、工程について公営競技事務所・道路街路課と協議すること。 

２ 工事中は地域住民に注意喚起・誘導を明確に行い、安全施工に努めること。 

（その他） 

第１０条 この特記仕様書に疑義等が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。 



経費適用年月： 令和７年２月

週休2日区分： 閉所型　月単位

工 事 価 格

消費税等相当額

設 計 額

主たる工種： 公園工事

施行地域区分： 市街地(DID補正)(1)-3


